










　廿山古墳は、錦織公園の北東、周囲より高くこんもりとした丘の上にある前方後円墳で、
明治16 年に銅鏃などが出土した。廿山古墳のすぐ北側には二本松古墳とよばれる小さな円墳
があり、市道川西半田線の整備の際には、これらの古墳を保存するためにトンネル工法が用
いられ、古墳を現状のまま残している。
　現在は一般の立ち入りが制限されていることと、史跡保全のための草刈り管理により、コナ
ラを中心とした明るい雑木林が維持されている。調査に入った時（H19/6/5)には、林床に多く
のササユリが開花しており、ワレモコウなども見られる良好な草地となっている。
　踏査した地区南側には竹林がほとんど見られないが、道路をはさんだ北側は広く竹林に覆わ
れていることが航空写真からよみとれる。

　鏃などが出土した史跡付近 　丘の上からは金剛葛城山系が望める

　入口はフェンスで施錠されている 　法面上部から古墳のある樹林地へ

　明るい林床 　多数の開花が見られたササユリ
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（2）錦織公園西部地区

　オオタカ保護の活動を行っている地元自治会に同行をねがい、地区南部の樹林地と錦織公
園隣接地のオオタカ営巣地付近の踏査を行った（H19/3/8）。錦織公園に隣接する尾根周辺
は、常緑樹がかなり生育した密生した雑木林となっていてヤマモモの大木などが見られる。
航空写真からは須賀大池周辺に竹林の侵入が見られるが、踏査した尾根周辺には竹林の顕著
な侵入は見られなかった。
　オオタカの巣（現在は壊れている）は、錦織公園の境界フェンスのすぐ外側の松の木の上に
あり、意外なほど人が近づきやすい場所であったが、特に保護策はとられていない。須賀小池
の南側には農地が広がっており、オオタカの採餌場所になっていると考えられる。

　尾根周辺の密生した雑木林 　一部には開けた場所がある

　須賀小池 　オオタカの採餌場所と思われる農地

　オオタカが営巣していた松の木 　錦織公園のフェンスがすぐ近くにある
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（3）東板持地区（南部）

　まとまった面積の緑地であるため、2 回に分けて現地踏査を行った（H19/6/12,8/14)。全
体の概略としては、地区の北東から南西に走っている道路を境として、北西側は竹林やクズ
草地が大きな面積を占め、南東側は果樹園や造園地、谷部には良好な水田としての土地利用
が見られる。その他に航空写真で草地とよみとれる場所は、ほとんどがクズで覆われた斜面
と考えられ、竹林の拡大とあわせて、もとのクヌギ等の雑木林や放棄された果樹園を圧迫し
ている。
　しかしながら、東側谷部の水田沿いにはカワニナやシジミの生育する水路や、林床植生の豊
かな手入れされた竹林があり、良好な谷戸の風景が見られる。
　また、国道309号沿いや養鶏場側の谷部は、造成地や資材置き場等に利用されて乾燥した裸
地や草地となっている。

　放棄された果樹園の奥に竹林が侵入 　尾根部に見られた列状のクヌギ大木

　密生して真っ暗な竹林 　手入れされた竹林も一部に見られる

　オオブタクサの草地 　 　地区内部をとおる道
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　一部は造園地として利用されている 　地区南端部の手入れされた果樹園

　一面がクズに覆われた斜面 　家庭菜園風に利用されている谷部

　カワニナやシジミの見られる水路 　水田奥のため池

　谷戸の風景をつくっている水田 　林床植生が豊かな明るい竹林
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　左側がマダケ、右側がおそらくハチク林 　造成して利用されている民地

　西側中央部分の造成地 　斜面のほとんどがクズに覆われている

　一部に見られた切り通しの踏み分け道 　国道309号沿いの資材置き場

　カワセミが見られたため池 　造成された国道309号沿いの谷部
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お亀石古墳周辺地区

廿山古墳

奥の谷・南原地区

東板持地区

錦織公園西部地区

２ . ３地区の保全施策の提案

（1）「緑の基本計画」における位置づけ

　本調査対象の３地区は、富田林市「緑の基本計画
（H19 年 3 月）」における「緑の将来像と配置方針」で、
以下のように位置づけられている。

　【富田林市緑の基本計画における位置づけ】
　
　※「保全配慮地区」

都市緑地法第4条の2の中で緑の基本計画の策定
項目として定める、「緑地保全地域および特別緑地
保全地区以外の区域であって、重点的に緑地の保全
に配慮を加えるべき地区

奥の谷・南原地区
お亀石古墳周辺地区

廿山古墳
錦織公園西部地区 東板持地区

自然保全ゾーン 緑地ゾーン 緑地ゾーン 田園ゾーン

嶽山・金胎寺山の緑
歴史・文化の緑
丘陵斜面林の緑

里山の緑
丘陵斜面林の緑

農地の緑

環境保全系統

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系統 －

防災系統
土砂災害等を防ぐ

山地の緑

景観構成系統
富田林の自然景観を

特徴づける緑
地域の歴史・文化景
観と一体となった緑

保全配慮地区　※ 重点的な公園整備 保全配慮地区　※ 保全配慮地区　※

地　区

緑のゾーニング

グルーピング

緑
の
機
能

富田林市の自然環境を特徴づける緑

富田林市の歴史・風土とふれあえる緑

重点的な取り組み

防災機能を有する緑

富田林市の自然景観を特徴づける緑
地域の歴史・文化景観と一体となった緑
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　また、３地区の重点的な取り組みの内容については、以下のような方針が示されている。

（重点的な公園整備／緑づくりの方針）

■お亀石古墳周辺地区

お亀石古墳とオガンジ池瓦窯跡・新堂廃寺跡については、今後、市の教育委員会の主導に
より史跡の保存整備が行われることになっていることから、本地区の重点整備としては、こ
れらの歴史的遺産を含むオガンジ池や周辺の斜面林の区域を史跡公園（都市計画公園）とし
て位置づけた上で、一体的な保全・整備を進め、飛鳥時代の歴史・文化景観の復元を目指し
ます。とくに地区内の環境整備としては、サイン・案内板や古墳等の史跡空間をネットワー
クする散策路や休憩スポット等の整備を行い、樹林については、雑木林の維持管理により明
るい林内環境を確保するとともに、竹林の適切な密度管理と拡大防止を行うものとします。

■廿山古墳

　廿山古墳は、大阪府の史跡に指定されている石川中・上流域に唯一残る古墳時代前期（4
世紀後半）の前方後円墳として貴重なものであり、史跡公園としての整備を図ります。

（保全配慮地区／緑の保全・育成の方針）

■奥の谷・南原地区

　当地区を富田林市の「里山保全モデル地区」として位置づけ、地区全体を一体的な緑地と
して保全し、市民とのパートナーシップにもとづいて育成していくものです。プロジェクト
の推進にあたっては、上記の先行調査や活動をふまえ、引き続き市民やＮＰＯの主導の下に、
市が必要な支援や制度を整えながら協働体制にもとづいた森づくりを推進します。

「「「「「富富富富富田田田田田林林林林林市市市市市緑緑緑緑緑ののののの基基基基基本本本本本計計計計計画画画画画」」」」」より抜粋　より抜粋　より抜粋　より抜粋　より抜粋　
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■錦織公園西部地区

本地区は富田林市の緑の骨格を形成する「ため池を含む丘陵斜面林」であることから、た
め池と一体となった貴重な樹林地を保全するとともに、緑地の環境保全等の機能を維持・増
進し、適切な維持管理を推進します。とくに、地区内のオオタカの営巣地をはじめとする自
然生態系の保全を重視し、隣接する錦織公園との連携を図りながら、野鳥をはじめとする生
物の多様性の確保にむけて取り組みます。

■東板持地区

本地区においては、将来に向けて農業生産を基盤とした緑地ゾーンとして保全・育成を推
進していくものとします。とくに地元農家を中心とした地域コミュニティによるまちづく
り・地域づくりの一環として、農地を含む差土地・里山の緑地保全に取り組みます。

「「「「「富富富富富田田田田田林林林林林市市市市市緑緑緑緑緑ののののの基基基基基本本本本本計計計計計画画画画画」」」」」より抜粋　より抜粋　より抜粋　より抜粋　より抜粋　
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（2）保全配慮地区等の今後の施策方向

　「緑の基本計画」の緑づくりの方針には、以下のような「富田林市里山保全地区指定に関す
る要綱」による施策のほか、自然観察路や拠点づくりなどの施設整備や、協働のためのソフ
ト施策が示されている。

　○「富田林市里山保全地区指定に関する要綱」による施策
・「保全配慮地区」を「里山保全地区」に指定
・協定書の締結
・富田林の自然を守る市民運動協議会の活動による保護・育成
・協定奨励金、保護・育成奨励金の交付

　○施設整備
・新しい自然観察路の整備、管理
・緑の拠点づくり（園地、自然体験型拠点、市民農園など）
・農道などのネットワーク、環境改善
・史跡公園の整備：お亀石・廿山

　○協働のためのソフト施策
・人材育成（森林ボランティアやインストラクターなど）
・協働体制の確立（地元住民組織、協議会設立、事務局設置、基金創設など）
・生き物調査（市民参加モニタリング、保全対象生物の調査など）

　このうち、要綱による施策についてはすでに制定に向けた調整が行われており、施設整備
については、予算が確保できた時点で順次、整備をすすめていくこととなるが、協働のため
のソフト施策については、今後とくに施策展開の工夫が必要である。その方向性については
以下のような取り組みが考えられる。

   ●人材育成

・里山保全ボランティアの募集と登録を行い、各保全地区で活動してもらう。

・インストラクター養成講座を開催し、地区内の自然ガイドや巡回管理、森づくりの技術
指導などにあたる（できれば有償が望ましい）。

・里山管理作業の安全管理について講習会の開催や実技指導を行う。

●協働体制の確立

・各地区において、関係者が一同に会する（仮)里山保全協議会を立ち上げる。

ex) 奥の谷南原：富田林の自然を守る会、NICE、地元自治会、山林農地所有者等
  錦織公園西部：地元自治会、日本野鳥の会、富田林土木事務所、山林農地所有者等
　東板持地区：地元自治会、環境保護委員会、サバーファーム、山林農地所有者等
お亀石古周辺地区：地元自治会、富田林市教育委員会、山林農地所有者など

・市民から里山保全のための寄付金を募って(仮)里山保全基金を創設し（協議会の特別会
計として管理する等）、保全管理費用や有償活動の財源とする。

・現在の「富田林の自然を守る市民運動協議会」をさらに発展させ、里山保全活動のため
の事務局を設置し、ニュースレターの発行、ボランティア募集、講座や観察会の企画運
営などを行う。

・各種の協働の制度（大阪府の森づくり委員会、アドプトフォレスト、アドプトリバー
等）を活用する。

●生き物調査

・各種の助成（民間、公共）や制度（環境省「モニタリングサイト 1000」等）を活用し、
市民参加による継続観察や保全対象生物（オオタカ、ホタル等）の調査を行う。
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里山保全のための
寄付金募集

（寄付条例の制定など）

ニュースレター発行
各種講座や観察会の開催
生き物調査、モニタリング

ボランティア募集
各地区での保全活動

地区内の自然ガイド
巡回管理

森づくりの技術指導
安全管理の講習会

・奥の谷、南原地区
・お亀石古墳周辺地区
・錦織公園西部地区
・東板持地区

【ソフト施策の展開イメージ】

New　富田林の自然を守る
市民運動協議会

活動事務局
設置

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登
録
制
度

里山保全活動の
実施

仮
)里
山
保
全
基
金
の

創
設

各
地
区
の

協
議
会
設
立

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

の
養
成

各種助成金、制度の活用
（民間助成金、行政補助金等）

（大阪府の森づくり委員会、アドプトフォレスト、アドプトリバー等）
（環境省「モニタリングサイト1000」等）
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